
 

「第４次大阪府健康増進計画（素案）」からの主な変更点 

 

◎第４次計画の基本的事項（第３章） 

○持続可能な開発目標（SDGs）に関する記載を追記【P1】 

 

◎府民の健康をめぐる状況（第３章） 

 ○市町村別健康寿命を更新【P13】 

 ○心疾患、脳血管疾患、腎不全の年齢調整死亡率を更新【P28～】 

 ○糖尿病、高血圧、脂質異常症の疑いがある者のうち、未治療者の割合を更新 

【P30～】 

○「座位行動」の現状について追記【P42～】 

 

◎基本的考え方について（第４章） 

○「健康格差の縮小」における取組状況について、人口 1.2 万人未満の市町村   

（能勢町、田尻町、千早赤阪村）を含まない数値を算入【P62】 

 

◎「数値目標」について（第５章） 

○「2035 年度目標値」について、次の 4点を総合的に勘案し目標を設定【P70～】 

‣３次計画の評価・今後の推移 

‣関連計画の評価（がん対策推進計画・食育推進計・歯科口腔保健計画等） 

‣国の動向（健康日本 21（第３次）の目標値等） 

‣府民・行政等の取組み等   など 

 

◎「第４次計画における具体的取組み」について（第５章） 

○身体活動・運動 

「座位行動」に関する具体的取組みを追加【P73】 

○その他、取組み内容の分野整理及び文言修正【P72～】 

資料２ 
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令和 5年度第 2回 

大阪府地域職域連携推進協議会 

 


